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1 電子申請による定期報告の処理の主な流れ 

 

 

 

 

審査の結果修正がない場合は受理となります。 

２ 電子の窓口から提出できる定期報告の種類 

 特定建築物の定期報告（法第 12 条第 1 項） 

特定建築設備（法第 12 条第 3 項）、特定防火設備（法第 12 条第 3 項） 

※昇降機は電子申請で対応できません。 
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３ 手続きの方法 

 Ⅰ 報告書作成 下図は当市のホームページの抜粋です。 

  
                           

                           
                           
                           
                           
                           
                           

                               

                               

 

建築物の報告はこのファイルを使用しそのままの

ファイルを添付ください。 

建築設備の報告はこのファイルを使用しそのまま

のファイルを添付ください。 

防火設備の報告はこのファイルを使用しそのまま

のファイルを添付ください。 

建築物の報告に添付する調査結果表。PDF データ

で添付してください 

建築設備の報告に添付する調査結果表。PDF デー

タで添付してください 

防火設備の報告に添付する調査結果表。PDF デー

タで添付してください 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築設備、防火設備の定期報告へ添付する図面に明

示する事項 PDF データで添付してください。 

建築物の定期報告へ添付する図面に明示する事項 

PDF データで添付してください。 



 Ⅱ 提出 下図は三原市電子申請システムの画面の一部です 

報告者は、Ⅰ書類作成で作成した定期調査報告書を、三原市電子申請システムを利用して三原市へ提出することができ

ます。手続き手順は次のとおりです。 「三原市 定期報告 」を検索して、三原市電子申請システム（特定建築物等の定期

報告書類提出窓口）にアクセスする。 

                        

                        

                        

                        

                     

 

 

 

 

利用者ログイン 

「利用者 ID」、「パスワード」を入力して利用規約を確認し同意します。 

利用登録をしない場合の手順 

 ① 「利用者登録せず申し込む方はこちら＞」をクリックします。 

 ② 利用規約を確認し同意を選択します。 

 ③ 連絡先メールアドレスを入力し、「完了をクリックします」 

 ④ ③で入力した連絡先アドレスに【連絡先アドレス確認メール】が自動配信さ

れます。メールに記載されている URL をクリックします。 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告する建築物の情報 

⑤建築物の名称 

⑥今後の定期報告の案内の送付先を入力してください 

⑥ 

⑤ 

報告する担当者の情報 

⑦報告担当者の氏名を入力してください 

⑧報告担当者の氏名（フリガナ）を入力してください 

⑨報告者の所属する会社等の名称を入力してください。 

⑩報告者の所属する会社等の郵便番号を入力ください。 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 



 
 

 

 

 

 

 

 

⑪所属する会社等の住所を入力してください 

⑫所属する会社の電話番号（報告者と連絡が取れる番号）を入力してください。 

⑬所属する会社のメールアドレス（報告者とやりとりできるアドレス）を入力して

ください。③と同じでも入力ください。 

⑭報告者の所属する会社等の郵便番号を入力ください。 

⑮（１）で作成した添付ファイルを添付してください。 

「確認へ進む＞」をクリックする。 

⑪ 

⑫ 

⑬ 
⑭ 

⑮ 

Ⅲ 仮受付 報告書の受信ができたら報告者に対して【仮受付完了メール】が送信されます。 

Ⅳ 審査 提出された報告書の審査が始まります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ 修正 

  修正事項は⑬で入力されたアドレスに修正事項が送付されますので対応をお願いいたします。 

Ⅵ 受理 

  審査の結果受理した場合には【受理完了】のメールが三原市電子申請システムを通じて③のアドレスへ送信されます。そのメー

ルによって定期報告書の手続きが終了します。 


